


別紙 氏 名 勝股修二

※ 申し合わせ事項に留意する。

１

質 問 事 項

№ １－１

尾張旭市子どもの学習生活支援事業について

要

旨

今日、我が国における子どもの貧困率は依然として深刻な状況にあり、

家庭の経済格差が教育格差へとつながり、それが将来の所得格差を生むと

いう「貧困の連鎖」をいかに断ち切るかが、自治体経営における喫緊の課

題となっている。本市においても、全ての子どもたちが生まれ育った環境

に左右されることなく、等しく学び、健やかに成長できる社会の実現は、

本市の未来を創る上での最重要テーマである。

本市が実施している「子どもの学習支援事業」は、本市のひとり親世帯

や生活困窮世帯等の中高生を対象に、単なる学力向上を目的とした場にと

どまらず、子どもたちが安心して過ごせる「第３の居場所」としての機能

や、基本的な生活習慣の確立、さらには自己肯定感を育む貴重な機会を創

出している。しかしながら、物価高騰や雇用情勢の変化など、子育て世帯

を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、支援を必要とする世帯を早

期に把握し、適切な支援へとつなげるための体制整備には、さらなる深化

が求められている。

また、近年の国における「こどもまんなか社会」の推進に向けた動き

や、こども家庭庁への事務移管といった制度改正の流れを捉え、本市の事

業もより実効性の高いものへと進化させていく必要がある。本市でも福祉

部局とこども部局が合同で学習支援事業を行っていたが、こども家庭課に

移管され、来年度からは「尾張旭市子どもの学習生活支援事業」と名称が

変更され引き続き実施される。また、対象を本市在住の中高生とした「地

域未来塾」も教育委員会の所管で運営されている。福祉部門、こども部

門、教育部門がそれぞれの垣根を越えて一体的に取り組むことが、子ども

一人一人に寄り添った伴走型支援の鍵を握るものと考える。そこで、本市

における子どもの学習・生活支援の現状をつまびらかにするとともに、今

後の支援体制の在り方や部局横断的な連携、さらには国の制度への対応に

ついて、以下の項目に沿って伺う。



別紙 氏 名 勝股修二
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２

質 問 事 項

№ １－２

尾張旭市子どもの学習生活支援事業について

要

旨

（１） 本市のひとり親世帯と生活困窮世帯の生徒について

市内のひとり親世帯や生活困窮世帯の生徒数と、経済的な困窮が学

力や進路選択に与えている影響について、市としてどのように分析し

ているか伺う。

（２） 子どもの学習支援事業の登録者数と実利用者数の分析と今後の課題

について

支援を必要とする対象者の総数に対し、現在の登録者数や実際の利

用率をどう評価しているか。また、利用に至っていない対象者への周

知やアプローチにおける課題を伺う。

（３） 本事業の対象者の範囲について

現状における対象者と、制度上の対象者の範囲について伺う。

（４） 地域未来塾との関係について

教育委員会が所管する「地域未来塾」と、こども家庭課が所管する

本事業は、利用者から見れば同じ「学びの場」である。運営場所の共

有や指導員の連携、あるいは将来的な事業統合など、効率性と実効性

の観点と制度上の障壁について、本市の見解を伺う。

（５） 包括的な支援体制について

子どもの学習意欲の低下は、保護者の就労状況や家庭の抱える複合

的な課題（ヤングケアラー等）が背景にあることが多い。生活保護担

当や自立支援窓口等の福祉部局や教育委員会と情報を共有し、世帯全

体を支える「包括的な支援体制」についての本市の見解を部局ごとに

伺う。

ア こども部局として

イ 福祉部局として

ウ 教育部局として
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３

質 問 事 項

№ ２−１
失語症のある方々に対する支援について

要

旨

失語症は、脳卒中や事故等の後遺症により脳の言語中枢が損傷され、知的

能力に変わりはないものの「話す・聞く・読む・書く」という、日常生活の

基盤である言葉の機能を失う障がいである。外見からは障がいの存在が分

かりにくいため、社会から理解されず、日常生活のあらゆる場面で「目に見

えないバリア」に突き当たっている。当事者団体による調査では、９割近く

が「生活のしづらさ」を感じ、深刻な社会的孤立を招いている実態が報告さ

れている。

こうした中、国は 2023 年 5月に「障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を改正した。この指針で

は、自治体の責務として「失語症等の障害特性に配慮した意思疎通支援のニ

ーズを把握するための調査」や「必要な意思疎通支援者の養成」、「派遣体制

の構築」を明確に求めている。また、障がいを理由とする差別の解消の推進

に当たっては、対象者は「障害者手帳の所持者に限られるものではない」と

明記されており、手帳の有無にかかわらず社会的障壁を取り除くための合

理的配慮が不可欠となっている。

愛知県においても、令和 2 年度から意思疎通支援者の派遣事業が開始さ

れ、令和７年度からは利用要件が緩和されるなど、公的支援の枠組みは国の

指針に沿って進化している。

本市においても、言葉を失い孤独に苦しむ市民が、再び地域社会とのつな

がりを取り戻し、自分らしく暮らせるまちづくりを推進することは、国の指

針に基づく自治体の責務であると考え、今後の本市における失語症のある

方に対する支援についてお伺いする。
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４

質 問 事 項

№ ２−２
失語症のある方々に対する支援について

要

旨

（１） 失語症当事者の実態把握とニーズ調査について

国の「基本的な指針」46 ページでは、自治体が「失語症等の障害

特性に配慮した意思疎通支援のニーズを把握するための調査」を行

うことが必要であると明記されている。本市においても、当事者の生

活実態や支援ニーズを明らかにするための調査を行っているのか伺

う。

（２） 本市における失語症のある方々に対する支援の現状について

本市において、失語症のある方々に対して現在どのような支援が

行われているのかを伺う。

（３） 社会参加を促す「場」と「専門職」の活用について

当事者が社会とのつながりを取り戻すには、集団で会話を楽しむ

「サロン」は非常に有効な場である。近隣市の事例（せと失語症サロ

ン等）を参考に、場を作るための取組について伺う。また、本市の「地

域リハビリテーション専門職派遣事業」において、言語聴覚士等の専

門職が、地域の「会話パートナー」を育成・指導するアドバイザーと

して関わる仕組みを構築できないか伺う。

（４） 関係機関等への周知啓発について

調査では、ケアマネジャー等への文書による周知だけではニーズ

が上がりにくい実態が示されている 。介護保険サービスの窓口やケ

アマネジャーに対し、失語症の特性や「会話パートナー」の有効性に

ついての啓発活動を強化し、適切な支援へつなげる体制を整えるべ

きと考えるが、本市の見解を伺う。


